
いいえ はい

いいえ はい

いいえ はい いいえ はい

いいえ

以下のすべての条件に当てはまるか

はい

（開発行為）

いいえ

一体にならない

いいえ

　 はい

※開発許可取得

　　はい

①先行する開発行為の全ての予定建築物の建築

が完了している。

一体にならない 29条開発許可を取得しないで開発するか

②予定建築物の用途は専用住宅及び兼用住宅で

ある。

一体にならない一体になる

一体にならない 一体になる

※詳細は開発許可制度の手引を参照のうえ、

宅地課に確認してください。

※個別の事例によっては、この判定フローが

当てはまらない場合があります。

一体開発（関連）判定フロー

（開発行為）

一体にならない 完了してから１年以内（※）か

先行する開発行為で新設した道路を使用するか

※開発行為とは…　土地の区画形質の変更

　市街化区域では500㎡以上の土地

　１．区画の変更（道路の新設・改廃）

　２．形の変更（１ｍ以上の切土・盛土）

　３．質の変更（宅地以外の地目）

申請地で開発行為が生じているか

一体にならない 先行する開発行為は完了しているか

申請地での開発行為は関連しているか
※開発で造られた道路

⇒完了公告日から１年

位置指定道路

⇒道路指定年月日から１年


